
○山口県警察サイバーセキュリティ戦略推進本部の設置に関する訓令  

 

平成２８年２月１８日 

本 部 訓 令 第 ３ 号 

 

（設置）  

第１条 サイバー空間の脅威に対する総合的な対策を推進するため、山口県

警察本部にサイバーセキュリティ戦略推進本部（以下「推進本部」という。）

を置く。  

（任務）  

第２条 推進本部は、山口県警察サイバーセキュリティ戦略等を定め、これ

を実施することにより、サイバー空間の脅威から県民の安全及び安心を確

保することを任務とする。  

（組織）  

第３条 推進本部は、サイバーセキュリティ戦略推進本部長、サイバーセキ

ュリティ総括責任者、サイバーセキュリティ戦略推進本部幕僚、サイバー

セキュリティ責任者及びサイバーセキュリティ戦略推進本部員をもって組

織する。  

（本部長）  

第４条 推進本部の長は、サイバーセキュリティ戦略推進本部長（以下「本

部長」という。）とし、警察本部長をもって充てる。  

２ 本部長は、推進本部の運営を総括する。  

（総括責任者）  

第５条 推進本部に、サイバーセキュリティ総括責任者（以下「総括責任者」

という。）を置き、生活安全部長をもって充てる。  

２ 総括責任者は、推進本部の運営に当たり、必要な情報を集約するととも

に、部門間の連携及び調整を行い、本部長を補佐する。  

（幕僚）  

第６条 推進本部に、サイバーセキュリティ戦略推進本部幕僚（以下この条

において「幕僚」という。）を置き、警務部長、地域部長、刑事部長、交

通部長、警備部長、首席監察官、警察学校長及び中国四国管区警察局山口

県情報通信部長をもって充てる。  

２ 幕僚は、その所掌事務について、本部長を補佐する。  

（責任者）  

第７条 推進本部に、サイバーセキュリティ責任者（以下「責任者」という。）

を置き、生活安全部サイバー犯罪対策課長をもって充てる。  

２ 責任者は、推進本部の運営に当たり、次条第１項に規定するサイバーセ

キュリティ戦略推進本部員間の調整を図るとともに、総括責任者を補佐す

る。  

（本部員）  



第８条 推進本部に、サイバーセキュリティ戦略推進本部員（以下「本部員」

という。）を置き、警務部情報技術推進課長、同部警務課長、生活安全部

生活安全企画課長、地域部地域企画課長、刑事部刑事企画課長、同部捜査

支援分析課長、交通部交通企画課長、警備部公安課長、同部外事課長及び

中国四国管区警察局山口県情報通信部情報技術解析課長をもって充てる。  

２ 本部員は、相互に連携して必要な取組を推進する。  

３ 本部長は、必要があると認めるときは、サイバーセキュリティに係る事

案を主管する所属長その他の職員に本部員として参加を求めることができ

る。  

（総括責任者への報告）  

第９条 本部員は、総括責任者がその事務を行うために必要な情報につい

て、責任者を経由して総括責任者に対し、適宜適切な報告を行わなければ

ならない。  

（情報セキュリティ管理者との連携）  

第１０条 総括責任者は、警察におけるサイバーセキュリティに関し、情報

セキュリティ管理者（山口県警察情報セキュリティに関する訓令（平成１

８年山口県警察本部訓令第３号）第３条に規定する情報セキュリティ管理

者をいう。）と緊密な連携を図らなければならない。  

（人的基盤の整備）  

第１１条 推進本部は、サイバー空間の脅威に対応できる情報処理能力、ネ

ットワークに関する知識及びサイバー犯罪の捜査に関する技能を有する人

材を確保し、人的基盤の整備に努めるものとする。  

（会議）  

第１２条 推進本部の会議（以下この条において「会議」という。）は、本

部長が必要に応じて招集する。  

２ 会議の議長は、本部長をもって充てる。  

３ 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者に対し、会議へ

の出席を求めることができる。  

 （サイバーセキュリティプロジェクト）  

第１３条 推進本部に、サイバー犯罪対策プロジェクト及びサイバー攻撃対

策プロジェクトを置く。  

２ 本部長は、総括責任者の上申を受けて、必要があると認めるときは、推

進本部にサイバーインシデント緊急対策プロジェクトを設置することがで

きる。  

３ サイバー犯罪対策プロジェクト、サイバー攻撃対策プロジェクト及びサ

イバーインシデント緊急対策プロジェクトについて必要な事項は、別に定

める。  

（庶務）  

第１４条   推進本部の庶務は、生活安全部サイバー犯罪対策課において処理  

する。  



    附 則  

この訓令は、平成２８年２月１８日から施行する。  

       附 則 （平成２９年３月２４日本部訓令第３１号山口県警察の組織改編に伴う関係訓令の整理

等に関する訓令７条による改正附則）  

この訓令は、平成２９年４月１日から施行する。  

附 則 （平成３１年３月２２日本部訓令第９号）  

この訓令は、平成３１年４月１日から施行する。  

附 則 （平成３１年４月１日本部訓令第１２号警察法の一部を改正する法律の施行に伴う関係

訓令の一部を改正する訓令６条による改正附則） 

この訓令は、平成３１年４月１日から施行する。  

    附 則 （令和５年３月３日本部訓令第７号山口県警察の組織改編に伴う関係訓令の整理等に関

する訓令第９条による改正附則）  

  この訓令は、令和５年４月１日から施行する。  

    附 則 （令和６年３月１日本部訓令第４号山口県警察の組織改編に伴う関係訓令の整理等に関

する訓令１３条による改正附則抄）  

  （施行期日）  

１ この訓令は、令和６年４月１日から施行する。  


